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【事案の概要】
　本件は、意匠に係る物品を植木鉢とする本件意匠
権を有する原告（控訴人）が、被告（被控訴人）に
よる被告製品の製造販売行為が本件意匠権の侵害と
なると主張して、被控訴人に対し、意匠法37条１項
に基づき、被告製品の製造、譲渡、譲渡の申出の差

止め、同条２項に基づき、被告製品の廃棄を求めた
事案である。地裁は、被告製品意匠は本件意匠と類
似せず、本件意匠権を侵害しないとし、高裁も同様
の理由で原告（控訴人）の控訴を棄却した。
　本件意匠は、「植木鉢」の部分意匠であり、部分意
匠の認定、及び、部分意匠の意匠権の効力について
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参考になる事例である。
　高裁は、「その理由は、次のとおり原判決を補正し、
当審における控訴人の主張に対する判断を付加する
ほかは、原判決「事実及び理由」の…とおりである
から、これを引用する。」としているので、以下【要
旨】では、地裁の説示も引用して紹介する。

【本件意匠（意匠登録1244149号）】

【被告意匠】

【要旨】（アンダーラインは筆者）
第３　当裁判所の判断

１…原判決「事実及び理由」の第３の１から第３の
４まで（原判決10頁５行目から15頁11行目まで）
に記載されたとおりであるから、これを引用する。
「１ 登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断

は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基
づいて行うものとされており（意匠法24条２項）、
この類否の判断は、両意匠を全体的に観察するこ
とを要するが、意匠に係る物品の用途、使用態様、
更には公知意匠にない新規な創作部分の存否等を
参酌して、当該意匠に係る物品の看者となる需要
者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し、

この部分を中心に対比した上で、両意匠が全体的
な美感を共通にするか否かによって類否を決する
のが相当であると解される。

２　本件意匠及び被告意匠

添付公報、甲５及び６並びに弁論の全趣旨によ
れば、本件意匠は、別紙「本件意匠の形状」の「裁
判所の認定」欄記載の、被告意匠は、別紙「被告
意匠の形状」の「裁判所の認定」欄記載のとおり
であると認められる。なお、被控訴人は、背面図
と参考斜視図における外側枠体部の高さの比率が
一致しないことを理由に、本件意匠が特定されて
いないと主張する。しかし、背面図における外側
枠体部の形状は、右側面図、Ｂ－Ｂ断面図と整合
しており、外側枠体部の形状を客観的に再現する
ことができる。参考斜視図は、背面の斜め上から
斜視図であるため、外側枠体部の高さの比率が図
面に正確に反映されなかったものと思われるが、
本件意匠の特定を欠くものではない。

３　本件意匠の要部

（１） 本件意匠に係る物品である植木鉢の用途、使

用態様等

本件意匠に係る植木鉢は、給水用のボトルを
倒立状態で保持するための保持孔が背面側のフ
ランジ部に形成されたものである。（甲４）

そして、本件意匠に係る植木鉢が、主とし
て、学童向けのあさがお等の育成に用いられる
ものであることからすれば、本件物品の需要者
は、学童あるいは初等教育機関の教員であると
いえる。これらの需要者は、植物の世話をした
り、給水用の容器であるペットボトル等を入れ
替えたりすることから、植木鉢を背面の斜め上
から見下ろすことになるため、本件意匠におい
ては、その上部に主として注目するものと考え
られる。

（２） 公知意匠

乙３公報ないし乙10公報には、本件意匠の登
録出願前に、植木鉢へ給水するための給水容器、
給水容器のホルダー、給水容器の保持具等とし
て、給水容器挿入用の円形孔部を形成したもの


